
船舶事故調査報告書 

平成３０年９月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年５月９日 ２２時４５分ごろ 

発生場所 長崎県西海市頭
かしら

島南方沖 

 頭島南灯台から真方位０７２°６０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５４.８′ 東経１２９°３８.３′） 

事故の概要  引船第一福
ふく

江
え

丸は、台船Ｄ－１８０１をえい
．．

航して北進中、浅瀬に

乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年５月１６日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第一福江丸、１９トン 

   ２９２－４４７０１長崎、長崎海事工業有限会社 

Ｂ 台船 Ｄ－１８０１、約９５３トン 

   なし、宗田造船株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型・特殊・特定 

  甲板員Ａ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船底外板に擦過傷等 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風速 約５～６m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長及び甲板員Ａほか１人が乗り組み、Ｂ船をえい
．．

航して

引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、甲板員Ａが別の甲

板員と２人で船橋当直につき、約６.５ノットの対地速力で自動操舵

により松島水道南方沖を北進した。 

 Ａ船引船列は、甲板員Ａが船首方を西進する漁船の灯火を目視で認

めて手動操舵に切り替えた後、北進を続けていたところ、Ａ船が頭島

南方沖の浅瀬に乗り揚げた。  

 Ａ船引船列は、船長が本事故の発生を海上保安庁に通報した後、潮

が満ちるのを待って自力で離礁し、西海市瀬戸港に入港した。 

Ａ船の喫水は、船首約０.８５ｍ、船尾約２.８０ｍであった。 

 甲板員Ａは、過去に約５回本事故発生場所付近を航行したことがあ

り、ふだん、頭島南灯台に向けて航行し、同灯台の手前で左舵を取り

松島水道に向けて針路を変更していたが、本事故当時、考え事をしな

がら操船していたので、予定転針地点を通過した後も北進を続けた。 

分析  Ａ船引船列は、松島水道南方沖を北進中、甲板員Ａが、考え事をし

ていて船位の確認を行っていなかったことから、予定転針地点を通過

機密性２情報 



したことに気付かずに航行し、Ａ船が頭島南方沖の浅瀬に乗り揚げた

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船引船列が、松島水道南方沖を北進中、甲板員

Ａが、考え事をしていて船位の確認を行っていなかったため、予定転

針地点を通過したことに気付かずに航行し、Ａ船が頭島南方沖の浅瀬

に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、操船に集中し、船位の確認を行うこと。 

 


